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3公園づくりのビジョン
1．基本的な考え方

、ク

•千代田区の公園整備は、地域の歴史や特性を踏まえながら区民とともに行っていきます。

・多様なニーズに寄り添いながら利用者にとって魅力が高く、都市における機能を最大限に発揮した公園づくりを推進します。

•他人を尊重し思いやる心をもった規範意識のもと、柔軟な活用を目指します。

千代田区の公園は、土地利用が極めて高度になされている都心にあり、狭小でビルに囲まれている、江戸城外堀跡のような文化財の区域にある、などの

特徴があります。これまでは、地域の特性を踏まえつつも、区民をはじめどなたでも利用できるという考えによる設計が主でした。その反面、「すべての方

の要望を十分満たすことができない」ものになったとも言えます。

これからは、特定の利用者を対象とした具体的なニーズに応えることも満足度向上に繋がると考え、柔軟な活用方法について検討していきます。ボール

遊び、花火の利用、火気使用などの禁止されていた行為を緩和するには、公園を利用する人自身がルールを守り、他人を尊重し思いやる心をもつ「規範意

識」が大切です。また、新たな取組みとして、子どもの池や芝生広揚への日除け設置などの酷暑対策や、インクルーシブ遊具の導入などを進めています。

整備にあたっては、錦華公園改修の際のオープンハウスや束郷元帥記念公園改修の際の検討協議会など、地域の利用者のご意見を反映する取組みを

行ってきました。さらに、公園の維持管理においても、特に防犯や環境美化に重点を置き、地域と共に取組みを進めていくことが重要であると考えます。

こうした取組みを通じて、区民と手を携えて、公園がより魅力的な揚所になることを目指します。



・面積が狭い公園が多し

錦華公園と西神田公

・500111未満の公園が多い。

→和泉公園が地域の核。

複数公園での機能分担。

.z, soom程度の公園が3つある。
→柔軟な公園利用。

有楽町・永田町地域

・公園が少ない。

・公開空地などが多い。

→民間企業との連携。

飯田橋・富士見地域

• 5, 000 m以上の公園が4つある。
・誘致圏外が多い。

→1つの公園で機能充実。
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3.基本理念

本方針における基本理念を以下に掲げます。

一 コモンスペースとは・・・

「コモン」という言葉は、共用や共同という意味を

持っています。この言葉を使って「コモンスペース」と

言うと、集合住宅の中庭のような、「身近な共有空間」を

指します。

利用者がルールを守って、リラックスできるような

ゆとりある空間の確保や景観の整備、コミュニティの

形成を促進する環境づくりを目指します。



4.方針と施策

「基本理念」を目指して、「4つの方針」、「15の施策」を立案しました。

以下のとおり、視点と方針および施策の関係を整理します。

”

/

 

ヽ 公園をより良くするための4つの視点 ’
 
’
 
’
 
ノ： 区民のニーズに寄り添った公園づくり ］ 

多様化する区民ニーズの実現

ポテンシャルの有効活用

／ 方針と施策 ／： ‘ヽ
‘ヽ
‘ヽ ’ ノ

すべての人が使いやすい公園

．
 

様々な主体との連携

みんなでつくる公園

公園の基本的なサービスの向上

公園でできることを増やす

各公園で機能を分ける

［ 区の特色をいかした公園づくり ］ 
地域の歴史をいかし愛着を感じる場所

緑をいかしたうるおいある公園づくり

時間帯・場所ごとに楽しめる公園

基本理念
ん

ト 子育て世帯・高齢者・障がい者が利用しやすい公園づくり ］ 
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利用しやすい空間づくり

柔軟なルールづくり

道路空間の公園的な活用

デジタル技術を上手に使う

千代田の歴史を継承し

次世代を育む

居心地よいコモンスペース

を目指して

ト 様々な主体による公固づくり ］ 
みんなで育む公園

公園と隣接施設の一体的な利活用

開発との連携

民間企業のノウハウの活用
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： 方針1：区民のニーズに寄り添った公園づくり ］ 
L 

凡例 ■ハード面（整備） ●‘ノフト面（マネジメント）

五 みんなでつくる公園 三 公園でできることを増やす

■子どもや保護者をはじめとした地域
の意見を取り入れ、子育て・コミュニ

ティの核となる公園づくり

●「公園づくり」に関わる機会を増や

し、公園への愛着を醸成

■インクルーシブ遊具の導入や、みんな
が遊べる公園整備の推進

■特徴的な遊具で遊びのバリエーショ
ンを拡充

■ボール遊び、スケボーなどができる場
所を拡充

■水や緑、動植物とふれあう場の整備
●花火などの先駆的な取組みの拡充

.................…………••.............…………............... •••…………•••.............…………••.......... •• 

コ 公園の基本的なサービスの向上

■ベンチなどの居心地よい休憩スペース
の拡充

■樹木や日除けなどによる日陰の創出
■災害対策機能の拡充
●快適なトイレ環境の整備

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

三 各公園で機能を分ける

■公園ごとの特色をいかし、機能を分担

ロコー
--• ベンチ

遊具［~ ＇

8 1 
卜

• 
ベンチ

＇ 四

一
複合遊具

公園の機能分担イメージ

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 



＼ 

一 各公園で機能を分けるとは・・・

千代田区は、規模が小さい公園が多いため、方針1の施策1-4で掲げる「各公園で機能を分ける」考え方が重要となります。複数の公園で機能

を分担することで、地域として様々な公園機能の確保を目指します。
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公園A
公園B

公園A
公園B

卜

一 公園D

公園c

規模の小さな公園に複数の機能を持たせることは

困難です。

一
公園c

特定のニーズに寄り添うため、公園ごとに機能を特

化し、複数の公園で分担します。これにより、目的に応

じた使い分けができるなど、公園価値の向上が期待で

きます。

一・ 歴史資源機能

ヽ
シンボル機能

コミコ＝ティ形成機能

運動・遊び楊機能

先駆的活用機能

． 1機能
2機能

3機能

4機能

5機能

J
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： 方針2：区の特色をいかした公園づくり ］ 
L 

凡例 ■ハード面（整備） ●‘ノフト面（マネジメント）

五 地域の歴史をいかし愛着を感じる場所 三 時間帯・場所ごとに楽しめる公園

■地域の歴史をいかした特色ある整備
■良好な景観の保全や歴史の継承

■地域の歴史を感じるサインや音声ガ
イドの整備

●昼・夜など時間に応じて用途を分け、多様な世代が思い思いに楽しめる空間づくり

01ジ
,. 
◇ °々・

゜

.................…………••.............…………............... •••…………•••.............…………••.......... •• ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

コ 緑をいかしたうるおいある公園づくり

■グリーンインフラなど、自然環境が持
つ機能を活用

■自然の豊かさにふれることができ、ビ
オトープの形成など生物多様性に配慮

した公園づくり

■都市の公園であっても、十分な緑被地
を確保し、緑のネットワークに寄与

■公園内や周辺にドライ型ミストなどを
設置し、クールスポットを創出

9
‘
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



一インクルーシブ遊具とは・・・

従来の公園では、遊びの機会を得ること

が難しい子どもがいますが、インクルーシブ

遊具は、誰も排除しない、すべての子どもが

使える遊具です。子ども達が多様な遊びを自

らが選択して経験することで、人や社会と

の繋がりを学ぶ機会となります。

インクルーシブ遊具には、車いすでも登

れるスロープつき複合遊具や互いに回した

り回してもらったりして楽しめる回転遊具、

身体を支える力が弱い子どもも楽しめる皿

型ブランコやハーネス付きブランコ、四肢

が不自由でも視覚・聴覚・触覚で楽しむこと

ができるものがあります。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． ． ．．．  
； 「錦華公園」にインクルーシブ遊具を ・・. : ... - : 

＼ 導入しました。 ．． i 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

車いすのまま「通話遊び」ができる遊具 誰でも遊びやすい皿型ブランコ

車いすのまま遊べる遊具
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： 方針3：子育て世帯・高齢者・障がい者が利用しやすい公園づくり ］ 

五 利用しやすい空間づくり

■安全で利用したくなる「インクルーシ
ブ」な公園づくり

■公園に入りたくなるエントランス
■バリアフリーに配慮した歩きやすい
園路づくり

■緑を満喫できる居心地よい空間づくり

伶ヽ）

三

凡例

道路空間の公園的な活用

■ハード面（整備）

●憩いの場や親水空間などの創出に向けた道路の活用

●‘ノフト面（マネジメント）

.................…………••.............…………............... •••…………•••.............…………••.......... •• 

コ 柔軟なルールづくり

●花火利用など柔軟な運用とルールづ

くり

●利活用団体のイベント開催などに対

する柔軟なルールの適用

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

三 デジタル技術を上手に使う

■デジタル技術などを活用して防犯性
を高める安全・安心な公園づくり

●情報の見える化（公園の歴史・各種

データなど）

＼゚

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 



一公園での花火利用の試み・ （令和5年夏季より）

乗郷元帥記念公園での実施風景

【参加者の主なご意見】

ヽ ：．：

i 賑やかなところで花火をす ： ： 
i i 花火のできる日数と公園を i ！ るのは初めてで楽しい！
i i もっと増やして欲しい。 i 

i 夏の良い思い出ができた。 ！ 
·---:.--- -----------------------------------•' 

＇ヽ＇;、, ;•’ 
:・-----------------------------------------------------------

（分 i 近隣への煙が心配なので、ルールを守りたいと思う。 i 
遠il..＿＿＿訳

..------------------------------------------------------------------------、

； ルールの周知や花火をしてはいけない場所 ； 
i をわかりやすく明示することが必要。 ； 

・・--------------------------------------------------------------、、 ;---.• 
‘•、!

..-------------------------------------------------------------------------------------------------、 つl アナウンスの強化が必要。小学校の PTAとも連携できると思う。 ］ー、：誓喜
--- ------------------------------------------------------------------------------------·‘‘‘•、i―--·· ¥¥1 /Y鯰
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： 方針4：様々な主体による公園づくり ］ 
L 

五 みんなで育む公園

●地域活動への参画しやすい仕組みづ

くり

●地域貢献活動などへの支援

三 開発との連携

凡例 ■ハード面（整備）

■公園に隣接する施設や道路との一体的な再整備

●‘ノフト面（マネジメント）

ー
卜

【整備後】公11の整傭

公園

R (~ 
オープン
スペース

.................…………••.............…………............... •••…………•••.............…………••.......... •• 

コ 公園と隣接施設の一体的な利活用

●公園に隣接する施設と連携したイベ

ントの推進

＿

ー

一

筵

り一バ心

●公開空地などを公園的空間として利

活用

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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三 民間企業のノウハウの活用

●指定管理者・公募設置管理制度

(Park-PF I)の活用などによる利便性

や質の向上

●整備・運営への民間活力の導入を検討

●事業者やエリアマネジメント団体な

どとの協働

一 ‘=
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一隣接施設との連携

千代田区の公園には、震災復興小学校などが隣接しています。

束郷元帥記念公園や錦華公園の改修工事では、隣接する小学校とのデザイン性の調和や公園から見える建物を意識した設計など歴史的経緯を

踏まえた整備を行っています。

和泉公園は多様な機能を担い地域に愛される公園へと、隣接している和泉小学校と一体的にリニューアルしていきます。

今後、公園のリニューアルにあたっては、周辺施設の整備とのシナジー効果などを見ながら検討していきます。

乗郷元帥記念公園と九段小学校（右奥建物）
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錦華公園とお茶の水小学校（右奥建物）

隣接する小学校と一体的にデザインされた公園
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5.未来の公園シーン

基本理念、4つの方針および15の施策を実施することで、以下に示す公園シーンを実現していきます。
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第4章

公園づくりの進め方

1．計画の実現に向けた手法について

2.これまでの取組み（ハード面、ソフト面）

3.今後の取組み（ハード面、ソフト面）

4.他事業・他区との連携

5.プロセスと進行管理

6.公園施策の深化に向けて
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4公園づくりの進め方
1．計画の実現に向けた手法について

第2章では現状を分析し、公園をより良くするための4つの視点を挙げました。

それを受けて、第3章では基本理念および4つの方針と15の施策を立案しました。

第4章では、基本理念を達成するために、これからの公園づくりをどう行っていくべきか、

より具体的に示します。

方針に基づき、今後の公園整備や管理運用を、

4つの手法で進めていきます。
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公園の現状

公園づくりのビジョン

公園づくりの進め方

調査 ．．．．► 4つの視点

基本理念

4つの方針

1 5の施策

4つの手法

今後の取組み（ハード面、ソフト面）

I手法1I全面改修による機能向上'1111整備

広

ボール遊

手法21部分改修による機能向上

（手法31運用による質的向上

手法41管理による質的向上 ―――
 

公園整備や管理運用の手法イメージ



ハード I 【 ‘ノフト ］ 
整備 運用

I手法1I 全面改修による機能向上 I 
整備（ハード）とは、対象公園を全面改修

し、公園機能を向上させる手法のことです。

・全面改修は、多くの課題を解消できる機会で

あり、抜本的な機能の向上が期待できます。

・公園ことに機能を特化し、複数の公園で分

担します。

・オープンハウスやアンケートなどにより合

意形成を図ります。 全面改修した錦華公園

（手法3I運用による質的向上 、
•
ノ

運用（ソフト）とは、公園でのボール遊

びや夏季の花火利用、じゃぶじゃぶ池の開

放など、活用方法の幅を広げる手法のこと

です。

・ソフト面での工夫により区民ニーズに寄り

添います。

・子どもの遊びへのニーズに寄り添うため、

花火の利用やボール遊びなどを実施します。
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乗郷元帥記念公園での花火

管理

［手法2I 
管理（ハード）とは、公園施設の修繕•更

部分改修による機能向上

新などをする手法のことです。

•利用者ニーズとスピード感とのバランスを考

慮しながら、公園の機能を一音記女修します。

・色彩やデザインに配慮した公園づくりを目

指します。

・植栽については、環境美化と安全の視点を

踏まえた管理を行います。

（手法41管理による質的向上 ） 
管理（ソフト）とは、公園の清掃、花植えや

水やりなどの日常的な維持管理手法のこと

です。

・公園の美観を整え、長く保ちます。

・動植物とのふれあいや清掃活動など、公園

に関わるきっかけづくりを支援します。

部分改修した外濠公園 乗郷元帥記念公園の花壇
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2. これまでの取組み 手法1 l ＼ード 一(1)ハード面 近年の取組みを紹介します。

［九段坂公園 2020年3月 ： 
冒 戸圧□9` 冒瓢彎 雙9冒言
声ーー0
三ー一
ーー 。

歴史資源機能

シンボル機能

・九段坂公園は、千鳥ヶ淵と武道館の間に位置し、靖国通りに隣接する細長

い公園です。

•明治初期には高灯台が設置され、海も見えていたほど眺望の良い揚所で

した。

・束京タワー、束京スカイツリーなどを一堂に見ることができる都内でも

屈指の眺望広揚です。

・高灯台、品川弥二郎像、大山巌像などの歴史的建造物が鎮座しています。

マ 「高低差を解消」「歴史資源である銅像を保持」

「ひと休み空間を創出」「堀側に面したバリアフリー園路」



: 東郷元帥記念公園 2022年4月下段広場開放 ］ 

胃／戸三□ 9 ピ王ー”

ーーー0三三一
一三一°
三一三0

g 

歴史資源機能

シンボル機能

コミュニティ形成機能

運動・遊び場機能
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........................................... 

先駆的活用機能 マ

・多様な世代に親しまれている震災復興小公園です。

・法政大学景観研究室による調査で、多様に使いこなされていることが判

明しました。

・公園全体の高低差が大きいという特徴をいかして、以下の3段で構成さ

れます。

［戸：こ；；F言：：：こ；段広揚
遊具を中心とした上段広揚

・デザイン案は、地域住民を中心とした協議会により作成されました。

・公園づくりに参画できるイベントには、地域の方(442名）が参加しました。 開放的なウッドデッキ／リニューアルした下段広場
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［錦華公園 2024年4月 」`

胃 …己言冒／冒冒丘王丑日｀
声厚ー0

霊瓢汀言0
~--= 

歴史資源機能

シンボル機能

コミュニティ形成機能

運動・遊び場機能

模型を見ながら地域の方が

意見交換を行う様子

錦華公園にてオープンハウスを

実施している様子

錦華公園だより（臨時号）

整備工事時期の変更について
これまでは、令和4年3月から工事の予定でお伝えしておりま
工事」の進捗 （令和5年9月守成予定）に合わせて、梵棗
整偏工事

整儘

先駆的活用機能

・錦華公園は、関束大震災後の帝都復興事業として整備された震災復興小

公園です。

•お茶の水小学校（旧錦華小学校）が隣接しており、震災復興小公園として

の特徴があります。

•小学校改築に伴って行われた再整備では、デザイン案を決めるにあたり、

地域住民との合意形成が行われました。

・地域住民を交えた意見交換会や、コロナ禍での意見聴取として有効だっ

たオープンハウスを行い、広く意見を伺うことができました。

錦華公園だより （第1号）
芦公国は、昭和42年の改脩かり①年が経過し、老朽化力進

んでいます．千代田区では、隣接するお茶の水小学校 ・幼椎菌

の建臼えとあわせて、 公図の改脩整備の検"を進めています．

そのなかで、昨年11月に文陀したア／ケート弱査では、多く

のみなさまからこ意克をいただくことができま した．

こほ力ありがとうこさいました．

今回は、地壌のみなさまにこほ力いただいたア／ケートや、

お茶の水小学校・幼椎閲児蘊へのこどもア／ケート、 12月に関

催した第1回藉烹交換会の状況について報さいたします．

【整涌スケジュール】

令和元年度～令和2年度
令和 3年度～令和4年度

令和 2 年 1 月

発行一手代田区邁路公園課一
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叩芦古 竺 デ芦？叩どもか定リ回ったり み心

xこれまでの資料ば千代田区ホームページ「謁●公菌の整霞 に渇藪してい全す。
今後も11裕を＂呻 償していき安す。
https//”心’C心m,ycdalg」p/kmc/maのzukm/kom永9心akoens砒切h加 I

地域や小学校に公園だよりを配布し、検討状況の周知



冒 （西戸グりh[Sん再日り玩五`¢万召召三蓋i□言言言
•本郷台地の端部に位置する特徴ある地形や歴史の継承

・自然池の復元

・子どもの遊び塀の充実

・見通しや安全性の確保

【全面改修内容】

・自然地形や大径木をいかした景観の継承

・日当たりの良い揚所に遊具を配置

・インクルーシブ遊具の導入をはじめとした、運動・遊び揚機能の拡充

・地面から水が噴射する水景施設を配置

・多世代で過ごせるゴロゴ□広揚を配置
・比較的日陰となる南側に多目的広揚を配置

・遊具エリアと多目的広揚の緩やかな分節
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マ

一地域の核となる公園として生まれ変わりました。
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(2)ソフト面 手法4 ソフト 一
アダプトシステム（公共施設の環境美化活動）・・・

・アダプトとは、英語で養子縁組のことを意味し、国や自治体が管理している

道路や公園などの公共施設の一部を地域の方や企業、団体が引き受ける制

度です。

・公共施設の花壇の管理や清掃などを通して、環境美化活動に貢献してい

ます。

•千代田区では現在、道路 14路線・公園 13箇所でアダプトシステムによる草

花の管理などを行っています。

・今後もSNSやデジタル技術などを活用し、公園整備と一体的なマネジメント

を目指していきます。 環境美化活動「花植え」（麹町こどもの広場）

一 住民参加による施設管理

・部分改修にあたっては、施設や遊具の更新だけ

でなく、柵の塗り替えなどによって景観改善に

努めていきます。

・住民参加による柵のペンキ塗りについては、汎

用性と実効性が高く、景観教育の側面もあるこ

とから、いくつかの市町村で実践されています。

卜

目立っていた白い柵が景観に馴染んだものに



3.今後の取組み

(1)ハード面 今後の公園づくりの具体的な取組みについて紹介します。

［外濠公園 整備予定 ］ 
ハードー手法2l＼ードー

…`立ー：，／王豆ー”ーー0運動・遊び場機能
一 声

ー一°可―゜コミュニティ形成機能

声 三o
ー 。
・外濠公園は、自然とのふれあいや憩い、江戸城

外堀跡としての歴史的価値が体感でき、世代を

問わず利用されています。

・区民体育大会など健康増進の機会を提供できる

揚です。

・総合グラウンドの人工芝化や束京逓信病院前付

近で築山を整備しました。

・遊具コーナーや遊歩道、土手、管理棟などのリ

ニューアルを目指しています。

手法1

先駆的活用機能

歴史資源機能

シンボル機能

マ
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［飯田橋こどもの広場 整備予定 ： 手法1l ＼ードー
冒 口日施日`’̀ 冒`冒冒言：りビ日一二言冒.
声一三0
三三つ 。先駆的活用機能

運動・遊び場機能

•本方針検討と連携して先行的な整備を行ないます。

・鉄道敷地に隣接し、道路から階段で登った位置にある特性を踏まえ、ス

ケートパークやボルダリング施設などの導入を検討しています。

［和泉公園 整備予定 ］ 手法1l ＼ードー

·• . .. -

''  ' ~ I ： 
； ~ ， ： ＇ ↑ 
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リニューアルイメージ図

馴 豆五鱈冒冒冒冒：五一言冒冒冒
声亨oシンボル機能 ‘'運動・遊び場機能

瓢 言三 〇先駆的活用機能 。
三―゜コミュニティ形成機能

--
ー一三

歴史資源機能

・隣接する小学校等施設の建替えを機に公園整備に取り組みます。

・公園と施設の敷地交換による一体的整備を進めます。

・子どもの遊びや地域活動、災害時の拠点などニーズに寄り添った整備をします。

・公園と校庭の共用を視野に入れた整備、運用を検討します。



（インクルーシブな公園づくり ）
 

（機能特化型の整備 ）
 手法1

手法2
l ＼ード

―
 
一・インクルーシブ遊具の設置

・公園に入りやすいエントランスづくり

・園路、トイレなどのバリアフリー化

•わかりやすいサイン

手法4 ソフト一

障がいのある子もない子も一緒に遊べる遊具（世田谷区砧公園）

手法1

手法2
l ＼ード ·— 一

手法3

手法4
ソフト

スケートパーク（福山市

一
— 
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・スケートパーク、ボルダリング、ドッグラン、ボールあそび揚など

テーマ性のある整備

・区民を交えたルールづくり

・区民のやりたいことを応援

芦田川かわまち広場）
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(2)ソフト面 手法3 ソフト 一
（ボール遊び ） 
・公園や区施設を対象に、「子どもの遊び揚事業」

としてプレーリーダーを配置し、ボール遊びを

サポートする取組みを行っています。

・令和6年度の夏休み期間に、ボール遊びができ

る公園を目指し、揚所と時間を区切って運用し

ました。

マ
令和6年度の
夏季ボール遊びの取組み

幽

7 /22~8/30のうち一部

外濠総合グランド・小川広場

（花火利用 ） 
・令和5年度に公園での花火利用を試験的に行

いました。

・参加された方から、期間や揚所の拡充を希望す

る声が多く寄せられました。

・区民のみなさんとルールづくりを行い、花火利

用の拡充を目指します。

令和6年度の花火利用の取組み

一

マ
7 /20~9/8土日
18:00~20:00 

東郷元帥記念公園・神田児童公園

麹町こどもの広場・富士見児童公園

西神田公園・芳林公園・和泉公園・錦華公園

ボール遊び風景（外濠公園） 花火利用風景（乗郷元帥記念公園）

（子どもの池＋（プラス）

・夏季には、水遊びができる

しています。

・夏季は水遊び（水が噴射）、夏季以外は広揚空間

としての遊び揚を導入します。

令和6年度の

子どもの池の取組み

一呵；．

） 「子どもの池」を開設

マ
7 /12~9/8 
午前10時～午後4時（休憩あり）

東郷元帥記念公園・千鳥ヶ淵公園

神田児童公園・芳林公園・和泉公園

水が噴射するタイプ（錦華公園）



一酷暑対策の取組み

「暑くても公園で遊びたい！」「公園に日除けがあれば、もっと使えるのに・・・」など、子ども達の声や公園利用者の声を受けて、暑い中でも公園

に足を運ぶ機会を創出する取組みを実施しています。

①フラクタルテント（日除け）

令和6年8月、淡路公園にフラクタルテン

トを設置しました。このテントは、木の下にい

るような安らぎと涼しさを与え、リラクゼー

ション効果も高いとされています。

＜ 

淡路公園フラクタルテント設置風景

②水遊び揚のテント設置

夏季に実施している「子どもの池」では、よ

り快適に水遊びができるようにテントを設

置しています。

神田児童公園子どもの池のテント設置

③ドライ型ミスト

公園6箇所に仮設式ドライ型ミストを設置

しています。ドライ型ミストは、湿度を上げる

ことなく涼しさを提供するシステムで、地球

温暖化対策・ヒートアイランド対策に貢献し

ます。

九段坂公園ドライ型ミスト
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4. 他事業•他区との連携 手法3 ソフト 一•本方針を実現するためには、公開空地や道路も含めて活用していくこと

が重要です。

•千代田区では、多くの開発が行われるため、公開空地の設置や大街区化に

伴う道路の宅地化による広揚の創出などが想定されます。

・ウォーカブルなまちづくりの視点を持って、憩える空間や遊べる空間づ

くりを推進します。

・中央区、港区、新宿区、文京区、台束区と隣接していることを踏まえた公園

づくりが重要です。

・神社仏閣、学校、病院などと隣接する特性を踏まえた公園づくりを推進し

ます。

： 千代田区内における道路活用の事例 ： 

子ども向けアスレチック遊び

（ちょチャレ道路で遊ぼう！）

黒板カーや地面にお絵描き

（ちょチャレ道路で遊ぼう！）

一 ウォーカブルの取組み

千代田区では、道路や公園、広揚、水辺などを快適で居心地の良い

「まちのリビング」に変え、人と人とのリアルな交流を生む「ウォーカ

ブルなまちづくり」を進めています。

地域の方々主導のもと、若渓通りで歩行者天国を実施するなど、人が

主役のまちを実現するための取組みを推進しています。

ウォーカブルなまちづくりは、ハード面だけでなくソフト面の取組

みも合わせて行っていくものであり、人が主役のまちを実現するため

の先駆的な事業として注目されています。
道路空間を活用したイベントの実施風景 蓉渓通り「くつろぎ」



（開発事業・公開空地との連携 ）
 

（民間ビルとの連携 ）
 手法1 l ＼ード 一 手法3 ソフト 一・淡路公園は、隣接するワテラスの広揚と一体的に整備されています。

・再開発事業の一環で、再整備されました。

・エリアマネジメント団体が、公園と広揚を活用した地域活動を行ってい

ます。

・開発と連携した公園づくりが重要です。

広場と公園を一体的にイベント利用（ワテラスの広場と淡路公園）

・三井住友海上駿河台ビルには緑豊かな屋上庭園があります。

・緑あふれる屋上庭園は、貴重な憩いの揚になっています。

・民間ビルの屋上緑化、壁面緑化と連携した公園づくりを目指します。
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誰でも自由に見学できる屋上庭園（三井住友海上駿河台ビル3階）
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（道路・歩道空間の公園的利用 ）
 手法3 ソフト 一・「大手町川端緑道」は、2014年に日本橋川沿いに整備された全長約780mの

歩行者専用道路です。

・オフィス街に立地している緑豊かな親水空間を形成した通りは、オフィ

スワーカーのランチ休憩や、地域の方の散歩道などとして利用されてい

ます。

・道路の使用には様々な制限がありますが、活用の幅を広げる取組みにつ

いても検討していきます。

BATON PARK -KAWABATA-RYOKUDOー の実施

【期間】2023年10月23日～11月11日 11: 00~20:00 

【場所】大手町川端緑道および周辺公開空地

【主催】一般社団法人大手町歩専道マネジメント

【協賛】NTT都市開発株式会社、三菱地所株式会社

ほか

・道路の空間活用の検証とウォーカブルな空間の提案を旨とした社会実験

•川沿いの立地をいかした河床の設置や、子どもが楽しめる遊具の設置、芝生

広場などがエリアに分かれて展開

道に休憩場所出現（大手町川端緑道）

道でくつろげる（大手町川端緑道周辺）


